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●多床室

要介護度
多床室

（4人部屋）

要支援１ ７６７円

要支援２ ９４０円

●個室

要介護度
個室

（1人部屋）

要支援１ ７２５円

要支援２ ８８０円

●多床室

要介護度
多床室

（4人部屋）
第3段階① 第3段階② 第3段階① 第3段階②

要支援１ ７６７円 ２,４９７円 ２,７９７円

要支援２ ９４０円 ２,６７０円 ２,９７０円

●個室

要介護度
個室

（1人部屋）
第3段階① 第3段階② 第3段階① 第3段階②

要支援１ ７２５円 ６,６９５円 ６,９９５円

要支援２ ８８０円 ６,８５０円 ７,１５０円

●多床室

要介護度
多床室

（4人部屋）

要支援１ ７６７円

要支援２ ９４０円

●個室

要介護度
個室

（1人部屋）

要支援１ ７２５円

要支援２ ８８０円

●多床室

要介護度
多床室

（4人部屋）

要支援１ ７６７円

要支援２ ９４０円

●個室

要介護度
個室

（1人部屋）

要支援１ ７２５円

要支援２ ８８０円

１,３６７円

１,５４０円

自己負担額
（1日）

５,１７５円

５,３３０円

３,３００円
５,４７５円

第１段階

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費
食費

自己負担額
（1日）

自己負担額
（1日）

５５０円 １００円
５,６３０円

０円 １００円 ２００円 ３００円

２００円 ６００円

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費
食費 個室代

４３０円 １００円 ２００円
２,２７０円

６００円
２,０９７円

３,３００円

第２段階

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費
食費

自己負担額
（1日）

１００円 ２００円 １,０００円 １,３００円

１,３００円１,３７０円 １００円 ２００円 １,０００円

自己負担額（1日）

第３段階

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費

自己負担額（1日）食費

介護予防短期入所療養介護費

居住費

１,７２８円 １００円 ２００円 ２,０００円 ３,３００円

個室代日用品費
教養

娯楽費

食費

４３０円

日用品費
教養

娯楽費
食費 個室代

８,０５３円

８,２０８円

３,５０４円

３,６７７円
４３７円 １００円 ２００円 ２,０００円

　　【１割負担　予防短期入所療養介護利用料】
第４段階

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費
食費

自己負担額
（1日）

自己負担額
（１日）

介護予防短期入所療養介護費

居住費 日用品費
教養

娯楽費
食費 個室代

介護予防短期入所療養介護費

居住費

＊介護予防短期入所療養介護費には、夜勤職員配置加算２６円、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２４円を含む

５５０円 １００円 ２００円 ３００円 ３,３００円
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●内訳

●その他加算項目

自己負担金額

一食：９円

片道：１９７円

日：５５円

日：２５７円

日：５５４円

日：２９４円

日：１２９円

左記金額

月：１０７円

月：１１円

●その他サービス

自己負担金額

左記金額

日：２４２円

左記金額

左記金額

１，１００円

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ)の取組による成果が確認でき、見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
1ヶ月あたりの総単位数×0.075（加算率）×10.68円（地域区分）
上記合計金額の１割相当分

種　類

療養食加算 病状等に応じて療養食が提供された場合

若年性認知症利用者
受入加算

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、ニーズに応じたサービスの提供を行った場合

送迎加算 利用者に対して送迎を行う場合

病状が重篤となり、救命救急医療が必要となる方に対し、応急的な治療として投薬、注射、検査、
処置等が行われた場合(３日/月限度)

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算Ⅱ

在宅強化型施設で在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上の場合

総合医学管理加算

内　容

日用品費 石鹸・シャンプー・リンス・タオル類・ティッシュ・お手拭等

教養娯楽費 新聞・雑誌・ビデオ・趣味、クラブ活動用材料等

食　費 朝食４００円　昼食７００円　おやつ１００円　夕食８００円　流動食４６０円

加算項目

理学・作業療法士が、個別リハビリテーションを行った場合

緊急時治療管理加算

内　容

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保等の方策を検討する委員会を設置し、見守り機器
等のテクノロジーを導入し、効果を示すデーターを厚労省に提出した場合

委託専門業者による貸し出し
１１０円／日（スエットタイプ・つなぎ）、７７円／日（ガウンタイプ）

治療管理を目的とした利用者に対して、投薬、検査、注射、処置等を行い、利用者の主治医に診療
状況を示す情報の提供を行った場合（10日限度）

委託専門業者による貸し出し
１５日以内：２，０９５円　　　１６日以上：４，１９１円

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

レンタルテレビ

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
実施加算

※利用料（１割負担額）は所定単位数から円に換算（１単位＝10.68円）する為、上記の１日あたりの自己負担額合計と誤差が生じる場合があります。

証明書 入所証明書　／　領収証明書

理美容代
委託専門業者により施設内にて実施
カット ２，１００円、顔剃 ６６０円、シャンプー６６０円、ブロー６６０円
パーマ ４，１８０円（カット別）、ベッドカット ２，７５０円

私物洗濯 委託専門業者による洗濯を希望した場合

寝衣リース
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｢負担限度額の認定（居住費・食費の軽減制度）｣について

 　ご本人の住所地の市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付が必要です。

　 また、交付後に当施設１階事務所へのご提示も必要です。

利用者負担段階

負担額一覧表（日額）

４４，４００円（世帯）

  合計が年間80万円以下の方等

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方

上記以外の市民税課税者がいる世帯

２４，６００円(世帯)

※当施設に「認定証」の提示がない場合、「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。

２４，６００円(世帯)

制度の対象外です

●世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民税非課税で、課
税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年
額120万円超

かつ、預貯金等の合計が550万円
（夫婦は1,550万円）以下

●世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民税非課税で、課
税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年
額８０万円以下

かつ、預貯金等の合計が650万円
（夫婦は1,650万円）以下

1,300円

300円 300円

430円

かつ、預貯金等の合計が500万円
（夫婦は1,500万円）以下

390円 600円

９３，０００円(世帯)

　有効期間は申請月の初日から毎年７月末で、毎年申請の必要があります。
　前年度に該当していない場合も、市町村民税非課税となった場合にはお問合せ下さい。

負担の上限（月額）

高額介護サービス費について

限度額認定の有効期間について

１４０，１００円(世帯)

課税所得380万円（年収約770万円）～課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方(世帯)

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上の方(世帯)

区　　分

第４段階

　 一月当たりの利用者様の自己負担額１割（又は2割、3割）が高額になった場合、利用者負担上限額（下記）
　 との差額が､市町村に申請することにより支給されます｡

第３段階②

第１段階

430円1,360円

第4段階

第1段階

対　象　者

第2段階

●上記、利用者負担第１段階～第３段階以外の方

●世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民税非課税で、課
税年金収入額と合計所得金額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年
額８０万円超120万円以下

第３段階① 650円 1,000円 430円

個室

第２段階

第3段階①

第3段階②

1,370円

550円

550円

居住費食費

施設入所 多床室

0円

2,000円 2,000円 437円

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

第１～第３段階の認定を受けるには

利用者様の所得状況に応じて市町村により４段階に振り分けられ、　【第１～３段階】該当者には負担軽減策が設けられています。

申請手続き等、詳細については、市町村の介護保険担当窓口でおたずね下さい。

１５，０００円(個人)生活保護・中国残留邦人等支援給付・老齢福祉年金を受給している方等

●生活保護受給者

●老齢福祉年金を受けておられる方で、
世帯全員が市町村民税非課税の方

かつ、預貯金等の合計が1,000万円
（夫婦は2,000万円）以下

１５，０００円(個人)

・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の

1,370円

1,728円
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